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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年４月３０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２６年８月２日 ０５時２０分ごろ 

発生場所 和歌山県由良
ゆ ら

町の黒島北西岸沖 

 衣奈
え な

港Ａ防波堤灯台から真方位３２５°２,３４０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°００.４６′ 東経１３５°０５.５７′） 

事故調査の経過  平成２６年８月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

瀬渡船 １５号栄福
えいふく

丸、４.５トン 

 ＷＫ３－１３７２７（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.７７ｍ（Lr）×２.４５ｍ×０.９４ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、１８０kＷ、昭和４９年３月２０日 

 第２５２－２５５００号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６０歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成４年６月１日 

  免許証交付日 平成２３年１１月１４日 

         （平成２９年５月３１日まで有効） 

船舶所有者 男性 ８６歳 

 死傷者等 なし 

 損傷 船体及び機関に濡損 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、由良町衣奈漁港北方に位置する黒

島の北西端付近のサンキチと称する磯（以下「本件磯」という。）に

渡した釣り客から、波が高いので迎えに来てほしい旨の連絡を受けて

本件磯付近に至り、船長が、本件磯に着けるタイミングを計るため、

うねりの周期に合わせて２～３回程度前後進を行ったのち、前進して

船首を本件磯に着け、釣り客が乗船して来ることを待った。 

 船長は、うねりが引く際に船尾が下に落ち込んだので、その状態で

釣り客を乗船させれば、釣り客が低い位置で本船に乗り込むこととな

り、次のうねりが来たときに本船が持ち上げられて船首が釣り客に当

たるおそれがあるので、危険であると判断し、機関を後進にかけて本

船を約３～４ｍ後退させた。 
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 本船は、次のうねりを船尾方から受けて船体が持ち上がるとともに

右舷方からの波を受け、右舷側が持ち上げられて左舷側に傾斜し、左

舷舷側が海水に漬かって前部甲板上に浸水した。 

 船長は、本船が復原すると思っていたが、左舷側に傾斜した状態か

ら戻らなかったので、操舵室左舷側の扉から脱出しようとしたもの

の、流入していた海水によって脱出できずにいたところ、平成２６年

８月２日０５時２０分ごろ本船は転覆した。 

 船長は、操舵室に海水が充満したのちに船外へ脱出し、本船の船底

に上がり、本件磯にいた釣り客に船舶所有者への電話連絡を依頼し

た。 

 船舶所有者は、衣奈漁港の渡船受付にいたところ、自宅からの電話

を受け、本船が転覆し、船長の救助を要請する電話が釣り客からあっ

たと聞き、他の所有船に従業員と共に乗り、船長の救助に向かった。 

 船舶所有者は、本件磯付近に至り、本船から船長を移乗させ、従業

員に操船を委ねて衣奈漁港へ帰らせることとし、自らは、沖に出てい

たもう１隻の所有船に移って操船を行い、本件磯及びその東方の磯に

瀬渡しした７人の釣り客を収容して衣奈漁港へ帰った。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 気象・海象  (1) 気象 

  ① 乗組員の観測 

    天気 曇り、風向 南南東、風力 ３、視界 良好 

  ② 気象注意報及び海上警報の発表状況 

    和歌山地方気象台は、８月１日００時５４分に由良町へ波浪

注意報を発表し、本事故当時も発表中であった。 

    高松地方気象台は、四国沖北部及び瀬戸内海に発表中であっ

た海上風警報を、８月１日２３時４０分次の内容に切り替え

た。なお、本事故時も海上風警報が発表中であった。 

    瀬戸内海、四国沖北部では、南東又は南の風が強く、最大風

速は３０ノット（１５メートル）。  

 (2) 海象 

   うねり高さ 約１.５ｍ（衣奈漁港から黒島へ向けての航行時）、

うねり波向 南西 

   気象庁の沿岸代表点「紀伊水道」（本事故発生場所から南西方

２４.２海里付近）における事故当日０９時００分の観測値は、

波向南、波の周期１２秒及び波高３.３ｍ並びに風向南東及び風

速１０ノット（約５.１m/s）であった。 

 (3) 日出時刻 ０５時１１分ごろ 

 その他の事項  船長は、０４時３０分ごろ釣り客７人を乗せて衣奈漁港を出発し、

釣り客が当初希望していた黒島南西岸の磯へ向かったが、波が高く、

南西岸で釣りを行うことが適していないことを理解してもらい、黒島
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の北側であれば、風波の影響が少ないことを伝え、釣り客を本件磯及

びその東方の磯に渡した。 

 船長は、ふだんからうねりや風の影響によって釣りに適さない磯が

あっても、黒島の陰になってうねりや風が遮蔽される場所に釣り客を

渡せばよいと考えており、本事故当日は南西からのうねりであったの

で、黒島北西岸の磯に釣り客を案内することとした。 

 船長は、ふだん、本船を磯に着ける際、その手前でとどまり、うね

りや波の周期及び波高を見て大きい波の出現する頻度を見極め、大き

い波を避けるために５～６回程度前後進を繰り返して着ける時機を計っ

ており、本事故当日は、南西からのうねりが高かったので、４人の釣

り客を本件磯に渡す際、３～４分程度かけてうねりの状況を見てから

着けた。 

 船長は、釣り客を渡し終えて０５時ごろに衣奈漁港へ戻り、渡船受

付で休憩していたところ、本件磯に渡した釣り客から連絡があったこ

とを船舶所有者から聞き、０５時１０分ごろ本船で本件磯へ向かい、

釣り客を渡してから３０分程度しか経過しておらず、大きいうねりの

出現頻度を見ていたので、うねりの状況を２～３回程度見た後に本件

磯に着けた。 

 船長は、本件磯に釣り客を乗降させる場合、ふだんから本事故時に

着けようとしていた場所に着けていたが、本事故後、少し離れた場所

に反射した波が拡散する所があるので、本事故時にはそちらに着ける

ことにしていればよかったと思った。 

（写真１ 本件磯及びその右方の岩場、写真２ 本件磯に着ける様子 

参照） 

 遊漁船業の適正化に関する法律第１１条に基づき和歌山県知事に届

け出た遊漁船業の実施に関する規程（以下「業務規程」という。）に

よれば、出航の可否の判断（以下「出航中止基準」という。）は、出

航地、案内する漁場及び出航地から案内する漁場までの間において、

海上警報（波浪、風、霧等）が発表されている場合、又は、事業者が

危険であると判断した場合に出航を中止することと記載されている。 

 船長は、毎日１９時前のテレビの天気予報を見て気象及び海象情報

を入手しており、紀伊水道での波高が、５ｍと予想されていれば、出

航を中止することとしており、３ｍと予想されていれば、黒島付近の

波高が約２～２.５ｍに達すると判断し、注意して航行することとし

ていた。 

 船長は、本事故前日に見た天気予報により、台風第１１号が九州の

西方沖に達することを知り、うねりが衰えていくものと考えていた。

また、台風第１２号が日本の南方遠くに位置しており、影響があるに

は、まだ遠いと考えていた。 

 船長は、本事故発生時、操舵室で操船を行っており、救命胴衣を着
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けていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、黒島北西岸沖において、本件磯に着けて釣り客を乗船させ

ようと待機中、うねりを受け、船尾が持ち上げられるとともに右方の

岩場に当たって反射した波を右舷側に受けたことから、右舷側が持ち

上げられて左舷側に傾斜し、転覆したものと考えられる。 

 船長は、南西からのうねりが発生していても、本件磯が黒島北西岸

にあり、風波の影響が少ないことから、海上風警報が発表されている

状況下、瀬渡しを行ったものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、黒島北西岸沖において、本件磯に着けて釣り客

を乗船させようと待機中、うねりを受け、船尾が持ち上げられるとと

もに右方の岩場に当たって反射した波を右舷側に受けたため、右舷側

が持ち上げられて左舷側に傾斜し、転覆したことにより発生したもの

と考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・船体を磯に着ける場合、岩場に当たって反射した波を横方向から

受けることがない場所を選ぶこと。 

 ・船舶所有者は、業務規程に定めた出航中止基準を遵守し、四国沖

北部に海上警報が発表中は船舶を出航させてはならない。 
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衣奈漁港 

和 歌 山 県 

由 良 町 

衣奈港Ａ防波堤灯台 

付図１ 事故発生場所概略図 
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本件磯の東方の磯 

本件磯 

本船 （平成２６年８月２日０５時２０分ごろ発生） 
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本件磯の右方の岩場 

本件磯 

写真１ 本件磯及びその右方の岩場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 本件磯に着ける様子 
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